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右
の
議
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を
提
出
す
る
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東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
行
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
東
京
都
条
例
第
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
二
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
の
一
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
東
京
都
市
計
画
事
業
亀
戸
・
大
島
・
小
松
川
第
二
地
区
市
街
地
再
開
発
審
査
会
の
委
員
の
欠
格
事
由
に
係
る
規
定
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
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